
◎民事裁判情報の活用の促進に関する法律 
（令和七年五月三〇日法律第四九号）   

一、 提案理由（令和七年四月二三日・衆議院法務委員会） 

○鈴木国務大臣 民事裁判情報の活用の促進に関する法律案について、その趣旨を御説

明いたします。 

 この法律案は、デジタル社会の進展に伴い民事裁判情報に対する需要が多様化してい

ることに鑑み、民事裁判情報の活用の促進に関し、国の責務、法務大臣による基本方針

の策定、民事裁判情報を加工して第三者に提供する業務を行う法人の指定等について定

めることにより、民事裁判情報の適正かつ効果的な活用のための基盤の整備を図るもの

であります。 

 その要点は、次のとおりであります。 

 第一に、政府は、この法律の目的を達成するため、民事裁判情報の活用の促進のため

の施策を策定し、最高裁判所は、民事裁判情報の提供その他の必要な措置を講ずるもの

としております。 

 第二に、法務大臣は、民事裁判情報の活用の促進の意義に関する事項等を定めた基本

方針を定めなければならないものとしております。 

 第三に、法務大臣は、民事裁判情報に仮名処理等を行った情報の作成、提供、管理等

の業務を行う法人を、その申請により、全国に一を限って指定することができ、指定法

人は、業務規程を定め、法務大臣の認可を受けた上で、その業務を行うものとしており

ます。 

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の趣旨であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。 

二、 衆議院法務委員長報告（令和七年五月八日） 

○西村智奈美君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、民事裁判情報の適正かつ効果的な活用の促進を図るため、国の責務及び法務

大臣による基本方針の策定について定めるとともに、民事裁判情報を加工して第三者に

提供する業務等を行う法人の指定に関する制度を創設する等の措置を講じようとするも

のであります。 

 本案は、去る四月二十二日本委員会に付託され、翌二十三日鈴木法務大臣から趣旨の

説明を聴取し、二十五日、質疑を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年四月二五日） 



 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべき

である。 

一 民事裁判情報管理提供業務を行う法人を指定する際には、民事裁判情報に含まれる

個人情報について遺漏なく仮名処理を実施するとともに漏えい等を防止するために必

要な安全管理措置を講じることができる技術的能力及び経理的基礎について、厳格か

つ公平に審査すること。また、指定後においても、民事裁判情報は仮名処理後も個人

を容易に特定し得る場合があり、広く社会に拡散しやすい性質を有することに鑑み、

業務の委託先及び再委託先を含め、当事者や関係者のプライバシー保護の要請に十分

に配慮した措置に加え、適切な安全管理措置を講じるとともに、保有民事裁判情報等

の目的外使用を行わないよう、指定法人に対し必要かつ適切な監督を行うこと。 

二 仮名加工民事裁判情報等の提供料金については、民事裁判情報管理提供業務の適正

かつ確実な実施のために必要な経費を勘案しつつ、利用者にとって過度な負担となら

ないよう配慮すること。 

三 先例的価値及び社会的関心の高い判例情報を幅広く国民に提供することが本法の施

行後も引き続き重要であることに鑑み、現在行われている裁判所ウェブサイトにおけ

る判例情報の提供について、今後とも更に適切な運用に努めること。 

四 附則第五条に基づく五年経過後の検討を行うに当たっては、諸外国における判例情

報の公開に関する法制の動向等も勘案し、民事裁判情報の確実かつ安定的な公開のた

めに必要な体制の在り方について検討を行うこと。 

三、 参議院法務委員長報告（令和七年五月二三日） 

○若松謙維君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、民事裁判情報の適正かつ効果的な活用の促進を図るため、国の責務及び

法務大臣による基本方針の策定について定めるとともに、民事裁判情報を加工して第三

者に提供する業務等を行う法人の指定に関する制度を創設する等の措置を講じようとす

るものであります。 

 委員会におきましては、データベース化される裁判情報の対象範囲、民事裁判情報に

おける個人情報を保護する必要性、指定法人や業務の委託先等に対する監督の在り方等

について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年五月二二日） 

 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべき

である。 



一 民事裁判情報管理提供業務を行う法人を指定する際には、民事裁判情報に含まれる

個人情報について遺漏なく仮名処理を実施するとともに漏えい等を防止するために必

要な安全管理措置を講じることができる技術的能力及び経理的基礎について、厳格か

つ公平に審査すること。また、指定後においても、民事裁判情報は仮名処理後も個人

を容易に特定し得る場合があり、広く社会に拡散しやすい性質を有することに鑑み、

業務の委託先及び再委託先を含め、当事者や関係者のプライバシー保護の要請に十分

に配慮した措置に加え、適切な安全管理措置を講じるとともに、保有民事裁判情報等

の目的外使用を行わないよう、指定法人に対し必要かつ適切な監督を行うこと。 

二 仮名加工民事裁判情報等の提供料金については、民事裁判情報管理提供業務の適正

かつ確実な実施のために必要な経費を勘案しつつ、利用者にとって過度な負担となら

ないよう配慮すること。 

三 先例的価値及び社会的関心の高い判例情報を幅広く国民に提供することが本法の施

行後も引き続き重要であることに鑑み、現在行われている裁判所ウェブサイトにおけ

る判例情報の提供について、今後とも更に適切な運用に努めること。 

四 附則第五条に基づく五年経過後の検討を行うに当たっては、諸外国における判例情

報の公開に関する法制の動向等も勘案し、民事裁判情報の確実かつ安定的な公開のた

めに必要な体制の在り方について検討を行うこと。 

  右決議する。 

 


